
様式第２号（第７条関係） 

処分基準整理票 

処分の内容  農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

 農地法 

 第３条の２第２項 

処
分
基
準 

■ 有（第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※処分基準を公表する場合のみ記載すること。） 

〔農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等〕 

第三条の二 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は

採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者（前条第

三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者に限る。次項第一号に

おいて同じ。）に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧

告することができる。 

一 その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業によ

り、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障が生じている場合 

二 その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的

かつ安定的に農業経営を行つていないと認める場合 

三 その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等のいずれ

もがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合 

２ 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第三項の規定

によりした同条第一項の許可を取り消さなければならない。 

一 農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受け

た者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもか

かわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は

賃貸借の解除をしないとき。 

二 前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。 

処 分 基 準 

設定年月日 
年  月  日 

処 分 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署  農業委員会事務局 

備考   

  注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため処分基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を処分基準の内容欄に記載すること。 


